
長岡市合気会　　規約

第１章　総　則

第１条　名称 本会は長岡市合気会と称する。

第２条　目的 本会は合気道を通じて心身を鍛練し会員相互の融和を図り、もって

合気道の普及発展と市民の健全なる生活の形成に寄与することを目

的とする。

第３条　組織 本会は市内及び近郊に居住、又は勤務する合気道愛好者をもって組

織する。

第４条　所在地 本会は、新潟県長岡市御山町１０５に置く。　

第５条　事務局　本会の事務局は新潟県長岡市花園東１－２６６－５１に置く。

第６条　関係団体への加盟　本会は公益財団法人合気会関係団体と連携を深め協調を

図るものとする。

第２章　事　業

第７条　実施事業

本会は第２条の目的達成のため次の事業を行なう。

１ 合気道の普及発展に関する事項。

２ 合気道の技術向上に関する事項。

３ その他目的達成のための必要各事項。

第３章　役　員

第８条　役員

本会に次の役員を置く。

会　　長　１名

副 会 長　１名

会　　計　１名

理 事 長　１名

理　　事　若干名

監　　事　２名



第９条　会長

会長は理事会が推選する。

１ 会長は本会を代表し会務を統括する。

第１０条　副会長

副会長は理事会が推選する。

１ 副会長は会長を補佐し会長不在の時は代行する。

第１１条　会計

会計は理事の内から理事の互選により選出する。

１ 会計は本会の会計事務を担当する。

第１２条　理事長

理事長は理事の内から理事の互選により選出する。

１ 理事長は理事を代表し、会務を統括する。

第１３条　理事

理事は会員の内から理事会が推選し会長が委嘱する。

１ 理事は理事長を補佐し、会務を執行する。

第１４条　監事

監事は会員の内から理事会が推選し会長が委嘱する。

１ 監事は会務の執行状況ならびに会計を監査する。

第１５条　任期

役員の任期は２年とする、但し再任は妨げない。

第４章　役員会及び総会

第１６条　役員会

本会の役員会は理事会とする。

１ 理事会は会長が招集する。

第１７条　総会

総会は会長が招集する。

第１８条　決議

すべて理事会の決議は出席理事の過半数の同意がなければ決することができない。

可否同数の場合は議長がこれを決する。



第５章　入会の手続き

第１９条　入会及び休会

１ 入会 本会主旨に賛同し入会しようとする者は会長にこの旨を申し入れ理

事会の承認を得なければならない。

２ 休会 やむを得ない事由により休会する場合は、その旨を書面で会長宛に

提出しなければならない。休会の承認を得られれば、年会費を免除

するものとする。

第２０条　退会勧告及び除名

会員が次の事項に該当する場合、会長は理事会の承認を得て退会を勧告し、又は除

名することができる。

１ 本会の名誉を著しく毀損したとき。

２ 本会規約に違反したとき。

３ 本会規約による会費を１年以上滞納したとき。

第６章　会　計

第２１条　経費

本会を運営するに必要な経費は次の収入を持ってこれにあたる。

１ 本会加入者の会費等

２ 事業収入

３ 公共団体等の補助金

４ 寄付金その他の収入

第２２条　会計年度

本会の会計年度は，毎年４月１日に始まり翌年３月末日までとする。

第２３条　予算及び決算

本会の予算は理事会において原案を作成し総会の承認を得なければならない。

年度の決算は監事の承認を得た後、理事会及び総会に報告しなければならない。

第２４条　会費

第２１条第１項の会費等の金額については別に定め、会費等に関する規定によるも

のとする。



第７章　雑　則

第２５条　規約の改正、改廃

この規約を改正又は改廃しようとするときは、理事会の承認を得て総会ではからな

くてはならない。

第２６条　委任

この規約に定めるものの外、本会運営に必要な事項は会長の定めるところによる。

付則 この規約は平成９年１月１日から施行する。

付則 この規約は平成２０年１月１日から施行する。

付則 この規約は平成２５年４月１４日から施行する。

この規約の記載内容が正しいことを証明します。

平成２５年４月１４日

長岡市御山町１０５

長岡市合気会　会長　渡辺　修一　　　　　印　　　　


